
規 則

�愛媛県規則第４０号
災害救助法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年５月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

災害救助法施行細則の一部を改正する規則

災害救助法施行細則（昭和３５年愛媛県規則第１７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表１（第３条関係）

救助の程度・方法及び期間

１ 収容施設の供与

� 省略

� 応急仮設住宅

ア 省略

イ 応急仮設住宅の１戸当たりの規模は、２９．７平方メートルを

基準とし、その設置のため支出できる費用は、２，３６６，０００円以

内とする。

ウ～キ 省略

２～５ 省略

６ 災害にかかつた住宅の応急修理

ア・イ 省略

ウ 住宅の応急修理の規模は、居室、炊事場及び便所等日常生活

別表１（第３条関係）

救助の程度・方法及び期間

１ 収容施設の供与

� 省略

� 応急仮設住宅

ア 省略

イ 応急仮設住宅の１戸当たりの規模は、２９．７平方メートルを

基準とし、その設置のため支出できる費用は、２，３２６，０００円以

内とする。

ウ～キ 省略

２～５ 省略

６ 災害にかかつた住宅の応急修理

ア・イ 省略

ウ 住宅の応急修理の規模は、居室、炊事場及び便所等日常生活
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告 示

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。

�愛媛県告示第８１１号
愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項の補償基礎額の最低限度額

及び最高限度額（平成５年４月愛媛県告示第５７６号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項の補償基礎額の最

低限度額及び最高限度額の規定は、平成２０年４月１日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金（以下「年金たる補

償」という。）に係る補償基礎額並びに同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係

る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

平成２０年５月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

年齢階層 最低限度額 最高限度額 年齢階層 最低限度額 最高限度額

２０歳未満 ４，４１４円 １３，５１１円 ２０歳未満 ４，２２９円 １３，４６７円

２０歳以上２５歳未満 ４，９６７円 １３，５１１円 ２０歳以上２５歳未満 ４，８４７円 １３，４６７円

２５歳以上３０歳未満 ５，８２７円 １３，７２１円 ２５歳以上３０歳未満 ５，７４４円 １３，４６７円

に欠くことのできない部分とし、その修理のため支出できる費

用は、１戸当たり５１０，０００円以内とする。

エ・オ 省略

７～１０ 省略

１１ 災害によつて住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日

常生活に著しい支障を及ぼしているもの（以下「障害物」とい

う。）の除去

ア 省略

イ 障害物の除去のため支出できる費用は、ロープ、スコップそ

の他除去のため必要な機械、器具等の借上費又は購入費、輸送

費及び賃金職員等雇上費等とし、１世帯当たり１３７，５００円以内と

する。

ウ 省略

１２ 省略

別表２（第１１条関係）

実費弁償

１ 令第１０条第１号から第４号までに規定する者

� 日当

ア 医師及び歯科医師 １人１日当たり２２，７００円以内

イ 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及

び歯科衛生士 １人１日当たり１６，５００円以内

ウ 保健師、助産師、看護師及び准看護師 １人１日当たり

１６，３００円以内

エ 救急救命士 １人１日当たり１４，４００円以内

オ 土木技術者及び建築技術者 １人１日当たり１６，８００円以内

カ 大工 １人１日当たり１５，７００円以内

キ 省略

ク とび職 １人１日当たり１５，２００円以内

�・� 省略

２ 省略

に欠くことのできない部分とし、その修理のため支出できる費

用は、１戸当たり５００，０００円以内とする。

エ・オ 省略

７～１０ 省略

１１ 災害によつて住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日

常生活に著しい支障を及ぼしているもの（以下「障害物」とい

う。）の除去

ア 省略

イ 障害物の除去のため支出できる費用は、ロープ、スコップそ

の他除去のため必要な機械、器具等の借上費又は購入費、輸送

費及び賃金職員等雇上費等とし、１世帯当たり１３７，０００円以内と

する。

ウ 省略

１２ 省略

別表２（第１１条関係）

実費弁償

１ 令第１０条第１号から第４号までに規定する者

� 日当

ア 医師及び歯科医師 １人１日当たり２３，０００円以内

イ 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及

び歯科衛生士 １人１日当たり１６，４００円以内

ウ 保健師、助産師、看護師及び准看護師

１人１日当たり１６，５００円以内

エ 救急救命士 １人１日当たり１４，６００円以内

オ 土木技術者及び建築技術者

１人１日当たり１６，８００円以内

カ 大工 １人１日当たり１５，５００円以内

キ 省略

ク とび職 １人１日当たり１５，７００円以内

�・� 省略

２ 省略
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３０歳以上３５歳未満 ６，５００円 １６，３９２円 ３０歳以上３５歳未満 ６，４７８円 １６，２４５円

３５歳以上４０歳未満 ７，００６円 ２０，０７２円 ３５歳以上４０歳未満 ７，０６２円 ２０，０８４円

４０歳以上４５歳未満 ７，２７３円 ２２，６４６円 ４０歳以上４５歳未満 ７，２２３円 ２２，５９１円

４５歳以上５０歳未満 ７，０３５円 ２４，１５７円 ４５歳以上５０歳未満 ６，９７３円 ２３，９４１円

５０歳以上５５歳未満 ６，５６９円 ２４，３８０円 ５０歳以上５５歳未満 ６，４７９円 ２４，１６４円

５５歳以上６０歳未満 ５，９１２円 ２３，８９２円 ５５歳以上６０歳未満 ５，８４３円 ２３，９２８円

６０歳以上６５歳未満 ４，５５０円 ２１，１１０円 ６０歳以上６５歳未満 ４，５３９円 ２１，１６４円

６５歳以上７０歳未満 ４，０９０円 １４，３５３円 ６５歳以上７０歳未満 ４，１００円 １４，６０８円

７０歳以上 ４，０９０円 １３，５１１円 ７０歳以上 ４，１００円 １３，４６７円

�愛媛県告示第８１２号
愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第１０条の２の規定に基づき知事が定める金額（平成８年５月愛媛県

告示第７４８号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第１０条の２の規定に基づき知事が定める金額の規定は、平

成２０年４月１日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

平成２０年５月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

介護を要

する状態

の区分

介護を受けた日の区分 金 額 介護を要

する状態

の区分

介護を受けた日の区分 金 額

常時介護

を要する

状態

１ 一の月に介護に要す

る費用を支出して介護

を受けた日があるとき

（２に掲げる場合を除

く。）。

その月における介護に要

する費用として支出され

た費用の額（その額が

１０４，９６０円を超えるとき

は、１０４，９６０円）

常時介護

を要する

状態

１ 一の月に介護に要す

る費用を支出して介護

を受けた日があるとき

（２に掲げる場合を除

く。）。

その月における介護に要

する費用として支出され

た費用の額（その額が

１０４，５９０円を超えるとき

は、１０４，５９０円）

２ 一の月に親族又はこ

れに準ずる者による介

護を受けた日があると

き（その月に介護に要

する費用を支出して介

護を受けた日がある場

合にあっては、当該介

護に要する費用として

支出された額が５６，９３０

円以下であるときに限

る。）。

月額５６，９３０円（新たに介

護補償を支給すべき事由

が生じた月にあっては、

介護に要する費用として

支出された額）

２ 一の月に親族又はこ

れに準ずる者による介

護を受けた日があると

き（その月に介護に要

する費用を支出して介

護を受けた日がある場

合にあっては、当該介

護に要する費用として

支出された額が５６，７１０

円以下であるときに限

る。）。

月額５６，７１０円（新たに介

護補償を支給すべき事由

が生じた月にあっては、

介護に要する費用として

支出された額）

随時介護

を要する

状態

１ 一の月に介護に要す

る費用を支出して介護

を受けた日があるとき

（２に掲げる場合を除

く。）。

その月における介護に要

する費用として支出され

た費用の額（その額が

５２，４８０円を超えるとき

は、５２，４８０円）

随時介護

を要する

状態

１ 一の月に介護に要す

る費用を支出して介護

を受けた日があるとき

（２に掲げる場合を除

く。）。

その月における介護に要

する費用として支出され

た費用の額（その額が

５２，３００円を超えるとき

は、５２，３００円）

２ 一の月に親族又はこ

れに準ずる者による介

護を受けた日があると

月額２８，４７０円（新たに介

護補償を支給すべき事由

が生じた月にあっては、

２ 一の月に親族又はこ

れに準ずる者による介

護を受けた日があると

月額２８，３６０円（新たに介

護補償を支給すべき事由

が生じた月にあっては、

愛 媛 県 報平成２０年５月２０日 第１９６５号
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�愛媛県告示第８１３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光

室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２０年５月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

南久米ショッピングセンター

松山市南久米町５３８ 外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

株式会社フジ

松山市宮西一丁目２番１号

代表取締役 尾� 英雄

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社フジ

松山市宮西一丁目２番１号

代表取締役 尾� 英雄

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成２０年１２月３１日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，８９４平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

７９台

イ 駐輪場の収容台数

５６台

ウ 荷さばき施設の面積

５５平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

１９．５立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前９時 閉店時刻 午後１０時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時４５分から午後１０時１５分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

出入口２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後８時まで

２ 届出年月日

平成２０年４月３０日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部

産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１

月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第８１４号
大規模小売店舗の新設の届出の概要等（平成２０年３月愛媛県告示

第３５０号）によりその概要等を告示した大規模小売店舗立地法（平

成１０年法律第９１号）第５条第１項の規定による届出が取り下げられ

たので、次のとおり告示する。

平成２０年５月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

大 規 模 小 売 店 舗
取 下
年 月 日

名 称 所 在 地

ヤマダ電機テックランド
大洲店 大洲市徳森字宮方３１９－１ 外 平成２０年

５月７日

�������
�愛媛県告示第８１５号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２０年５月２０日

き（その月に介護に要

する費用を支出して介

護を受けた日がある場

合にあっては、当該介

護に要する費用として

支出された額が２８，４７０

円以下であるときに限

る。）。

介護に要する費用として

支出された額）

き（その月に介護に要

する費用を支出して介

護を受けた日がある場

合にあっては、当該介

護に要する費用として

支出された額が２８，３６０

円以下であるときに限

る。）。

介護に要する費用として

支出された額）

愛 媛 県 報平成２０年５月２０日 第１９６５号

５６８
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愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 保安林予定森林の所在場所

南宇和郡愛南町福浦１１１３、１５２９

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び愛南

町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第８１６号
愛媛県漁業近代化資金利子補給規程（昭和４４年１０月愛媛県告示第８８１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県漁業近代化資金利子補給規程の規定は、平成２０年４月１８日以降に利子補給承認される漁業近代化資金について適用し、同

日前に利子補給承認された漁業近代化資金については、なお従前の例による。

平成２０年５月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

漁業近代化資金の種類 利子補給率 漁業近代化資金の種類 利子補給率

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同条

第１項第

１号から

第５号ま

で及び第

１０号に掲

げる者（漁

業近代化

資金融通

法施行令

（昭和４４

年政令第

２０９号。以

下「令」と

いう。）第

５条に規

定する団

体 に 限

る。）に貸

し付ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

１号

から

第５

号ま

で及

び第

１０号

に掲

げる

者（令

第５

条に

規定

する

団体

に限

る。）

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

貸し

付け

る場

合

法第

２条

第２

項第

２号

及び

第４

号に

掲げ

る融

資機

関が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同条

第１項第

１号から

第５号ま

で及び第

１０号に掲

げる者（漁

業近代化

資金融通

法施行令

（昭和４４

年政令第

２０９号。以

下「令」と

いう。）第

５条に規

定する団

体 に 限

る。）に貸

し付ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

１号

から

第５

号ま

で及

び第

１０号

に掲

げる

者（令

第５

条に

規定

する

団体

に限

る。）

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

貸し

付け

る場

合

法第

２条

第２

項第

２号

及び

第４

号に

掲げ

る融

資機

関が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

愛 媛 県 報平成２０年５月２０日 第１９６５号
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に貸

し付

ける

場合

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

に貸

し付

ける

場合

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

１・２ 省略 １・２ 省略

３ 漁船漁具保管修理

施設、漁業用資材保

管施設、漁船用油水

供給施設、養殖池、

蓄養池、水産種苗生

産施設、養殖用作業

舎、水産物処理施設、

水産物保蔵施設、水

産物加工施設、製氷

冷凍施設、水産物等

運搬施設、水産物販

売施設又は漁業用通

信施設の改良、造成

又は取得に必要な資

金（漁船の改造、建

造若しくは取得に必

要なもの又は次号若

しくは第５号に掲げ

るものを除く。）

年１分２

厘５毛

年１

分５

毛

年１

分２

厘５

毛

年４

厘

年４

厘

３ 漁船漁具保管修理

施設、漁業用資材保

管施設、漁船用油水

供給施設、養殖池、

蓄養池、水産種苗生

産施設、養殖用作業

舎、水産物処理施設、

水産物保蔵施設、水

産物加工施設、製氷

冷凍施設、水産物等

運搬施設、水産物販

売施設又は漁業用通

信施設の改良、造成

又は取得に必要な資

金（漁船の改造、建

造若しくは取得に必

要なもの又は次号若

しくは第５号に掲げ

るものを除く。）

年１分２

厘５毛

年１

分５

毛

年１

分２

厘５

毛

年５

厘

年５

厘

４～６ 省略 ４～６ 省略

７ 漁村情報処理・通

信施設（有線放送施

設及び有線放送電話

施設を含む。）、漁船

船員臨時宿泊施設、

漁業者研修施設、集

会施設、託児施設、

診療施設、水道施設、

ガス供給施設、下水

道施設、地域休養施

設、漁村広場施設、

漁村センター、生活

安全保護施設、連絡

道又は廃棄物処理施

設の改良、造成又は

取得に必要な資金

同上 年４

厘

年４

厘

７ 漁村情報処理・通

信施設（有線放送施

設及び有線放送電話

施設を含む。）、漁船

船員臨時宿泊施設、

漁業者研修施設、集

会施設、託児施設、

診療施設、水道施設、

ガス供給施設、下水

道施設、地域休養施

設、漁村広場施設、

漁村センター、生活

安全保護施設、連絡

道又は廃棄物処理施

設の改良、造成又は

取得に必要な資金

同上 年５

厘

年５

厘

８ 省略 ８ 省略

愛 媛 県 報平成２０年５月２０日 第１９６５号
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�愛媛県告示第８１７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

四国中央市土居町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退

任した旨の届出があった。

平成２０年５月２０日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 山 中 孝 四国中央市土居町天満５８７番地

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 大久保 繁 男 四国中央市土居町天満２６６２番地

�������
�愛媛県告示第８１８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

道後平野土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２０年５月２０日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

�������
�愛媛県告示第８１９号
松山市から協議のあった市営土地改良事業（農業用道路整備事業・

饒地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年

法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用する同法第８条第６

項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２０年５月２０日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

１ 縦覧に供するべき書類の名称

市営土地改良事業（農業用道路整備事業・饒地区）計画書の写

し

２ 縦覧期間

平成２０年５月２１日から６月１７日まで

３ 縦覧場所

松山市役所中島支所

�������
�愛媛県告示第８２０号
松山市から協議のあった市営土地改良事業（農業用道路整備事業・

二神地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４

年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用する同法第８条第

６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２０年５月２０日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

１ 縦覧に供するべき書類の名称

市営土地改良事業（農業用道路整備事業・二神地区）計画書の

写し

２ 縦覧期間

平成２０年５月２１日から６月１７日まで

３ 縦覧場所

松山市役所中島支所

�������
�愛媛県告示第８２１号
松山市から協議のあった市営土地改良事業（農業用用排水設備整

備事業・二神地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用する同法

第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２０年５月２０日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

１ 縦覧に供するべき書類の名称

市営土地改良事業（農業用用排水設備整備事業・二神地区）計

画書の写し

２ 縦覧期間

平成２０年５月２１日から６月１７日まで

３ 縦覧場所

松山市役所中島支所

�������
�愛媛県告示第８２２号
松山市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業・斉院樋堰地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良

法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用する同

法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２０年５月２０日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

１ 縦覧に供するべき書類の名称

市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業・斉院樋堰地区）

計画書の写し

２ 縦覧期間

平成２０年５月２１日から６月１７日まで

３ 縦覧場所

松山市役所

�������
�愛媛県告示第８２３号
松山市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業・庄地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭

和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用する同法第８

条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２０年５月２０日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

１ 縦覧に供するべき書類の名称

市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業・庄地区）計画書

の写し

２ 縦覧期間

平成２０年５月２１日から６月１７日まで

３ 縦覧場所

松山市役所北条支所

�愛媛県告示第８２４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

愛 媛 県 報平成２０年５月２０日 第１９６５号

５７１



公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２０年５月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

県立学校校内ＬＡＮ用端末機の借入れ

� 借入物品名及び数量

県立学校校内ＬＡＮ用端末機一式（サーバ一式、パーソナル

コンピュータ一式、周辺機器一式、ソフトウェア一式、搬入、

据付、調整等一式）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成２０年１１月１日から平成２６年１０月３１日まで

� 借入場所

知事が指定する場所

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成２０年度、

平成２１年度及び平成２２年度の製造の請負等に係る一般競争入札に

参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当する

もの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にない者で

あること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県教育委員会事務局指導部高校教育課施設管理係

〒７９０－８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話（０８９）９１２－２９５１

� 入札書の受領期限

平成２０年７月１６日（水）午前１０時

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２０年７月１６日（水）午前１０時

愛媛県庁第二別館５階第４会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書に、

この公告に示した物品を納入できることを証明する書類を添付

して、入札書の受領期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： Computer

Equipment and Related Services for Installing Terminal Unit，for

the Prefectural School LAN（Local Area Network），１ set

� Time limit of tender：１０：００ a．m．，１６ July ２００８
� For further information，please contact： Facilities Administration

Section，High School Education Division，Guidance Department，

Ehime Prefectural Board of Education，４―４―２ Ichibancho，

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年５月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和島下波津島線
宇和島市津島町北灘字外ヶ浦甲７５４番４から

同町北灘字外ヶ浦甲７５３番１５まで

旧 ５．３～１５．１ ０．１７９

新 １０．１～１５．１ ０．１７９
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公営企業訓令

雑 報

Matsuyama，Ehime ７９０―８５７０ Japan Tel ０８９―９１２―２９５１

�公 告

理容師国家試験及び美容師国家試験に関する公示

理容師法（昭和２２年法律第２３４号）第３条第１項及び美容師法

（昭和３２年法律第１６３号）第４条第１項の規定に基づき、第１８回理

容師国家試験及び美容師国家試験を次のとおり実施する。

平成２０年５月２０日

財団法人理容師美容師試験研修センター

理事長 金 田 一 郎

１ 試験期日

� 理容師実技試験 平成２０年７月２８日（月）

� 美容師実技試験 平成２０年７月２１日（月）から

� 理容師筆記試験、美容師筆記試験 平成２０年９月７日（日）

２ 試験地

愛媛県

３ 試験会場

� 理容師実技試験

松山市一番町一丁目１番１号

国際トータルビューティカレッジ

� 美容師実技試験

松山市小栗六丁目１番２６号

愛媛県美容専門学校

� 筆記試験

松山市文京町３番

愛媛大学 工学部講義棟

４ 受験願書の配布場所

松山市本町七丁目２番地

�愛媛県公営企業訓令第３号
公営企業管理局

各 事 業 所

愛媛県公営企業管理局事務決裁規則の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２０年５月２０日

愛媛県公営企業管理者 和 氣 政 次

愛媛県公営企業管理局事務決裁規則の一部を改正する訓令

愛媛県公営企業管理局事務決裁規則（昭和６３年愛媛県公営企業訓令第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第４条関係） 管理者の権限に属する事務に係る特定決

裁事項

別表第２（第４条関係） 管理者の権限に属する事務に係る特定決

裁事項

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

管

理

者

専決者 管

理

者

専決者

局

長

課

長

局

長

課

長

総

務

課

１～７ 省

略

総

務

課

１～７ 省

略

８ 服務に

関する事

務

１・２ 省略 ８ 服務に

関する事

務

１・２ 省略

３ 職員の自己啓発等休業の承

認に関すること。

� 局長に係るもの ○

� �以外のもの ○

９～１４ 省

略

９～１４ 省

略

省

略

省

略

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

愛 媛 県 報平成２０年５月２０日 第１９６５号
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正 誤

愛媛県本町ビル２階

財団法人理容師美容師試験研修センター四国ブロック事務所

５ 受験願書の提出先

〒７９０―０８１１ 松山市本町七丁目２番地

愛媛県本町ビル２階

財団法人理容師美容師試験研修センター四国ブロック事務所

６ 受験願書の受付期間

平成２０年６月９日（月）から平成２０年６月１３日（金）までの午

前１０時から午後４時まで

７ 詳細についての問い合わせ先

〒７９０―０８１１ 松山市本町七丁目２番地

愛媛県本町ビル２階

財団法人理容師美容師試験研修センター四国ブロック事務所

電話 ０８９―９２４―０８０４

ＦＡＸ ０８９―９８９―１３３３

�正 誤

平成２０年３月３１日付け第１９５０号外４愛媛県規則第２６号（児童福祉

法施行細則等の一部を改正する等の規則）中

ページ 箇 所 誤 正

６
改正後欄
上から１５行
目、１６行目

�の３ 法第２９条第８
項の規定に基づく有
料老人ホームに対す
る改善命令に関する
こと。

�の２ 法第２９条第８
項の規定に基づく有
料老人ホームに対す
る改善命令に関する
こと。

�������
�正 誤

平成２０年３月３１日付け第１９５０号外４愛媛県訓令第２号（愛媛県庁

事務決裁規程の一部を改正する訓令）中

ページ 箇 所 誤 正

６４

改正後欄
別表第８（第
４条関係）
７ 採石法の
施行に関す
る事務

１０ ２

�������
�正 誤

平成２０年３月３１日付け第１９５０号外４愛媛県訓令第３号（愛媛県地

方局処務規程の一部を改正する訓令）中

ページ 箇 所 誤 正

１１４
改正前欄
下から１１行
目、１２行目

� 農業構造改善事業
推進資金融資事業の
しゆん工認定に関す
ること。

１１４ 改正後欄
下から７行目 � �の３

�������
�正 誤

平成２０年３月３１日付け第１９５０号外５愛媛県規則第２８号（愛媛県職

員の職の設置規則の一部を改正する規則）中

ページ 箇 所 誤 正

４４ 附則中
附 則

この訓令は、平成２０年
４月１日から施行する。

附 則
この規則は、平成２０年
４月１日から施行する。

�������
�正 誤

平成２０年３月３１日付け第１９５０号外５愛媛県訓令第１０号（組織改正

に伴う関係訓令の整理に関する訓令）中

ページ 箇 所 誤 正

１７７ 改正前欄
様式第１号

収入証紙ちよう付済証 収入証紙ちよう付済証
取扱者印 取扱者印

１７７ 改正前欄
様式第２号 土木事務所長 � 地方局長 �

１７７

改正後欄
別記様式（第
８条関係）副
申書

土木事務所長 � 土木事務所長 �

�������
�正 誤

平成２０年４月１日付け第１９５１号愛媛県人事委員会規則７―１０６０

（職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則等の一部を改正する規

則）中

ページ 箇 所 誤 正

４１１
第１条
改正後欄
上から３行目

並びに地方局部長及
び支局長

並びに地方局部長及
び支局長

４１１
第１条
改正前欄
上から３行目

及び地方局部長 及び地方局部長

４１８
改正前欄
上から１１行目
及び１２行目

今治地方局健康福祉
環境部環境保全課長

今治地方局健康福祉
環境部環境保全課長

４１８
改正前欄
上から１３行目
及び１４行目

宇和島地方局健康福
祉環境部環境保全課長

宇和島地方局健康福
祉環境部環境保全課長

４１９
第３条
改正後欄
下から４行目

家畜病性鑑定所 家畜病性鑑定所

４２０ 改正前欄
上から２６行目 保育専門学校長 保育専門学校長

平成２０年５月２０日 発行
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